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成
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十
年
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二
月
十
七
日

(

水
曜
日)

号
外
第
九
十
六
号



条

例

青
森
県
政
治
資
金
に
係
る
収
支
報
告
書
等
写
し
交
付
手
数
料
等
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
九
号

青
森
県
政
治
資
金
に
係
る
収
支
報
告
書
等
写
し
交
付
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
九
条
の
十
六
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の

写
し
の
交
付
及
び
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
等

(

法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
、
法
第
十
四
条
第
一
項

(

法

第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
書
面
並
び
に
法
第
十
九
条
の
十
四
に
規
定
す
る
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
写

し
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
納
入)

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

政
治
資
金
に
係
る
少
額
領
収
書
等
写
し
交
付
手
数
料

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円
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二

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

政
治
資
金
に
係
る
収
支
報
告
書
等
写
し
交
付
手
数
料

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

(
手
数
料
の
納
入
方
法)

第
三
条

手
数
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

手
数
料
の
不
還
付)

第
四
条

既
に
納
入
し
た
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中

｢

事
務
で｣

の
下
に

｢

、
弘
前
市｣

を
、

｢

大
鰐
町｣

の
下
に

｢

、
板
柳
町｣

を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
中

｢

八
戸
市｣

の
下
に

｢

、
む
つ
市
、
平
川
市｣

を
加
え
る
。
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第
二
十
五
条
第
一
項
中｢

外
ヶ
浜
町｣

の
下
に｢

、
鰺
ケ
沢
町
、
深
浦
町｣

を
、｢

中
泊
町｣

の
下
に｢

、
野
辺
地
町｣

を
、｢

東
北
町｣

の
下
に｢

、
六
ケ
所
村｣

を
加
え
、

｢
及
び
階
上
町｣

を

｢

、
南
部
町
、
階
上
町
及
び
新
郷
村｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

東
北
町｣

の
下
に

｢

、
六
ケ
所
村｣

を
加
え
、

｢

及
び
階
上
町｣

を

｢

、

南
部
町
、
階
上
町
及
び
新
郷
村｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

中
泊
町｣

の
下
に

｢

、
六
ケ
所
村｣

を
、

｢

五
戸
町｣

の
下
に

｢

、
南
部
町｣

を
加
え
、
同
条
第
五
項
中

｢

中
泊

町｣

の
下
に

｢
、
六
ケ
所
村｣

を
加
え
、

｢

及
び
階
上
町｣

を

｢

、
南
部
町
、
階
上
町
及
び
新
郷
村｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中

｢
む
つ
市｣

の
下
に

｢

、
平
川
市｣

を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
中

｢

六
ケ
所
村｣
を

｢

む
つ
市
及
び
六
ケ
所
村｣

に
、

｢

同
村｣

を

｢

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
村｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中

｢

田
舎
館
村｣

の
下
に

｢

、
六
戸
町｣

を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
中

｢

六
ケ
所
村｣

を

｢

む
つ
市
及
び
六
ケ
所
村｣

に
、

｢

同
村｣

を

｢

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
村｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
十
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
一
条
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
事
務
に
関
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
及
び
次
項
の
規
定
に
よ

り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
同
日
以
後
に
お
い
て
当
該
事
務
を
管
理
し
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３

前
項
に
規
定
す
る
事
務
に
関
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正)
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４

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
中

｢

田
舎
館
村｣

の
下
に

｢

、
六
戸
町｣

を
加
え
る
。

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
七
十
一
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中

｢

又
は
青
森
県
収
納
代
理
金
融
機
関｣
を

｢

若
し
く
は
青
森
県
収
納
代
理
金
融
機
関｣

に
改
め
、

｢

い
う
。)

｣

の
下
に

｢

又
は
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
者｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾
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青
森
県
条
例
第
七
十
二
号

青
森
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
警
察
本
部
組
織
条
例

(

平
成
六
年
十
月
青
森
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る

こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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